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侵食被害状況の調査 

侵食対策関連施設の現況調査 

侵食対策関連計画の進捗状況及び将来計
画の調査 

資料保有状況、ローカルコンサルタントの調査 
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並行して実施した項目 

手順フロー中、  

【 問題への対処方法/工夫した点 の記載方法 】 

この周辺が粗朶材料採取、 
原石採取の候補地のため 

慎重な対応が 必要 
(4, 56) 

発生した問題に対して、実際の対応状況は報告書には記載されていないが、 
日本側からの提案や提言が記載されている場合は、 
「～必要」 「～の必要性」 等と記載している 

河岸侵食対策ユニットの正規職員は実質的に
公共事業省の3名のみでスタッフ数が不十分 

( 6 ,  2-2・5-1 )  ( 7 , 10 ) 

例1） 
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の番号 

複数の資料に 
跨る場合、併記 

同一資料の中で 
記載ページが 
跨る場合「・」で併記 

【 資料の参照方法 】 

作業の段取りや労務管理、資機材の維持管
理等はラオス人スタッフのみでは不安 
( 2 ,  巻・工-64 ) (3, 2-16) 

例2） 

巻末資料・工事報告書 64ページを示す。 
 ※「巻・工-●」と掲載されているのは 
  参考資料2のみ  

【 エピソード集との対照方法 】 

カウンターパートが経験の文
書化をあまり実施せず。 

(10, 18) 

他の職員との経験共有や類似プ
ロジェクト実施上の事例集として

活かせない。(10, 18) 

35 

エピソード集における 
番号 この枠内が、一つのエピソードを文

章に書き下した単位（因果関係に
着目した一連の流れ） 
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実施設計 

試験施工箇所の概略設計 

現地調査 

現地の社会環境調査 

 ラオス河岸侵食対策技術移転_要約資料                                                                                      
業務フロー 問題への対処方法 

/工夫した点 
問題への対処結果 
/工夫の結果 

問題・工夫の 
背景・理由 

発生した問題 

河岸侵食 
状況調査 
の実施 

試験施工箇所の選定 

ワークショップの開催 
・調査結果報告 
・粗朶沈床製作のデモンストレーション 

施工計画の検討 

試験施工 

使用可能な材料・入手・
運搬方法の調査 

必要な建設機械等の種類、
性能、コスト等の調査 

粗朶沈床に応用可能な技
術・産業等の調査 

概略工事費の算定 

河岸侵食の現状等の資料収集 

試験施工サイトの自然条件調査の実施 

モニタリング計画の立案・実施 

設計図面の作成 

数量計算 

試験施工サイトの自然条件調査 
河岸侵食対策工法の選定 

設計流速の検討 

粗朶沈床の構造検討 

詳細設計図の作成 

準備工 

粗朶沈床と組み合わせた、その他の侵食対策
工の施工 

ラオス人スタッフや一般作業員は台船を
使用しての作業は未経験。(3, 2-18) 

経験のあるタイ人スタッフにより実施。 
(2, 巻・工-64)(3, 2-18) 

ラオス人への技術指導は未実施。 
(3, 2-16) 

粗朶沈床の設置 

粗朶の採取・運搬 
連柴製作・粗朶沈床の組立 

1999.11～12 

2000.2～ 

2000.4～ 

2000.11～ 

2001.1～ 

１ 

【第1段階】 
粗朶工法を中心とし
た河岸侵食対策技術
の適用可能性（実用
性/汎用性）を検討す
る。 

（再掲）ラオスでは作業台船の所
有台数が少ない。(2, 巻・工-64) 

タイ国から施工機械のリースが可能であ
るがリース費用の調査が必要。 

(1, 7-1) 

クレーンはビエンチャン港に 
1台あるのみ。(1, 7-1) 

1 

ラオス国において物価版等の 
資料がない。(1, 6-8) 

現地滞在している日本の施工業者へ
聞き取り調査を実施し単価を設定。 

(1, 6-8) 

2 

陸上（土堤上）からの作業はクレーン
の作業半径に無理がある、施工箇所に

十分な製作ヤードがない。 
(2, 巻・工-64) 

河側から作業台船を使用して施工す
ることとした。(2, 巻・工-64) 

3 

ラオスでは作業台船の所有台数
が少ない。(2, 巻・工-64) 

作業台船の早めの手配が必要。(2, 
巻・工-64) 

4 

運搬船、粗朶沈床組立ヤードの大きさ
に制約があることがわかった。(2, 17) 

粗朶沈床の1辺の幅を、標準の10m
から変更し6ｍとした。(2, 17) 

５ 

予定工期より早く完成。
(3, 2-3) 

作業の段取りや労務管理、資機材の
維持管理等がラオス人スタッフのみでは

不安があった。 
(2, 巻・工-64)(3, 2-16) 

日本人スタッフによる教育、指導が必
要。工程監理は日本の施工業者によ

り実施した。(3, 2-3・2-16) 

6 

一般作業員は臨時に雇用された遠方
の山岳民族で、継続して雇用する体

制が確立されていない。 
(3, 2-16) 

技術を移転し定着させるためには、計
画的な粗朶技術者の養成が不可欠。

(3, 2-16) 

7 

いたずらによる火災への懸念。 
(2, 巻・工-18) 

夜間におけるガードマンの配置。 
(2, 巻・工-18) 

8 

粗朶山近くの村人を主体とした作
業員で機械を使用せず粗朶を採

取。(2, 巻・工-18) 

村人主体の作業員のため人数、就業
時間を固定化できなかった。 

(2, 巻・工-18) 

労務管理を徹底し、効率の良い作業
をさせるよう指導がが必要。 

(2, 巻・工-18)（3,2-19） 

9 

日本で研修したラオス人スタッフ 
のもとで作業を実施。 
(2, 巻・工-38,47) 

10 

11 



事前調査 

業務フロー 問題への対処方法 
/工夫した点 

問題への対処結果 
/工夫の結果 

問題・工夫の 
背景・理由 

発生した問題 

自然条件の調査 

ラオス国政府より河岸侵食対策に係るマスター
プラン策定等、技術移転を目的とした開発調
査の実施について要請あり 

2001.7 

社会条件の調査 

行政・組織体制の調査 

侵食被害状況の調査 

侵食対策関連施設の現況調査 

侵食対策関連計画の進捗状況及び将来計
画の調査 

資料保有状況、ローカルコンサルタントの調査 

環境予備調査の実施 

環境予備調査の実施 

環境関連組織・法規の整理 

本格調査の基本方針の策定 ビエンチャン市の周辺が森林保護区域に指定さ
れているとの情報があるが、情報の出処や規制の
内容は不明。現地の聞き込みや資料調査ではこ
うした指定地域の存在は確認できず。(4, 56) 

この周辺が粗朶材料採取、原石採取
の候補地のため慎重な対応が必要。 

(4, 56) 

粗朶の材料となる木材を得るための森林には入
会権・所有権があるがかなり複雑であり、成文化

されていない事が予想される。(4, 59) 

２ 

【第2段階】 
1. 日本の河川工法技
術を活かしたラオス
国で持続可能な、よ
り低コストでメコン
河に適応でき実用的
な河岸侵食対策工法
の検討。 
2. パイロット工事施
工を通じたMCTPCカウ
ンターパートへの上
記工法の技術移転。 
3. ビエンチャン市周
辺メコン河の河岸侵
食対策に係わるマス
タープラン策定。 

2001.12～ 

河岸侵食対策マスタープランの策定 

調査対象地域の現況調査 

パイロット工事施工 2003.1～ 

パイロット工事のモニタリング 

安価な簡易植生護岸工を採用。(5, 4-1) 

公共事業省内に新規恒久組織を設立、人員配置
の必要性を提案。マスタープラン事業実施支援のた
めの、新ドナーによる技術支援が2005年以降に始

まった場合の受皿も兼ねる。 (5, 6-9) 

パイロット工事施工準備調査 パイロット工事前、日本でラオス人2名にカウンター
パート研修を行い粗朶工法を習得。(5, 8-1) 

従来工法との施工費比較を出し、 
直接的な経済便益を明確化。(5, 6-17) 

防護対象区間延長の決定要素として 
予算配分の重要性を強調。(5, 6-1) 

後背地の重要度が低い河岸では高額な護岸
工は非現実的。(5, 4-1) 

マスタープランで提案された事業の 
持続可能な実施が必要。(5, 6-9) 河岸侵食対策事業担当ユニットの新規設立 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

排水基準が制定されているが罰則規定がないと
ともに、検査する機関、機材、人材が準備されて

いない。(4, 55) 

水、大気、その他の公害、都市問題に対して環
境管理を目的とする法律がない。(4, 55) 

16 

公共事業省道路局では2名の担当者が環境影
響評価など環境問題に対処しているが、河川部
門は環境分野の担当者がおらず環境影響評価

等の実施経験がない。(4, 55) 

環境影響評価は既存資料の調査のみで報告書が作成さ
れフィールドでの測定が実施されることが少ない。(4, 56) 

15 

地質情報が極めて乏しい。唯一、ラオス全
土地質図のみが入手できた。(4, 52) 

土地利用図、土壌図の存在が確認できな
かった。(4, 52) 

14 

地形図が全国にわたって整備されているが、
市販されているものは市内のごく中心部に

限られている。(4, 52) 

JICAプロジェクトのためにNational 
Geographic Departmentでコピーが

可能になった。（無料）(4, 52) 

人口データは、市販統計書では市全体の
数値のみしか無い。(4, 51) 

国家計画委員会、国家統計センターに
依頼しデジタルファイルを入手。 

(4, 19・51) 

13 

河岸侵食対策に関する権限を持つ機関が
複数ある。市と新組織の間で勢力争いなど

はない様子。(4, 4・21) 
権限を持つ機関同士でステアリング

コミッティーを組織。(4, 4) 

近年、ビエンチャン市の都心4区を
所管する組織が発足したが市からの
権限委譲手続が未完了、権限が

不明確。(4, 21) 

12 
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業務フロー 問題への対処方法 
/工夫した点 

問題への対処結果 
/工夫の結果 

問題・工夫の 
背景・理由 発生した問題 

2005.1～ 
2007.3 

プロジェクト対象地域における現地活動
（フェーズ1） 
 ※ビエンチャン市 

ラオス国政府より自国予算で実施する河岸侵
食対策事業への技術的支援及びモニタリング
支援の要請 

３ 

ビエンチャン市および地方の公共事業局
職員、ラオス大学、地元施工業者等を
対象に粗朶技術普及セミナーによる人

材育成活動の強化。 
(6, 1-3・5-2・7-3) 

パンフレットのみでは住民への環境啓
発効果が低いと想定された。 

(6, 1-3・9-30) 

新規河岸侵食対策事業担当ユニットの担
当事項にかかる提言 

マスタープランに基づくモニタリング 

護岸施設の設計及び施工、維持管理、マ
ニュアル類作成 

施設設計及び施工 

河岸侵食対策用語集の作成 

維持管理マニュアル作成 

モニタリングマニュアル作成 

既設施設の維持管理 

護岸工事を実施できる民間会社は
1社のみ。(7, 24) 

地方部への普及については、地方の公
共事業局職員のみでは施工困難。 

(6, 5-2) 

技術をラオスに根付かせ他地域へ普及さ
せるためには他の民間会社の参入を増

やす必要がある。(7, 24) 

河川環境保全の標語や写真を掲載した
カレンダーを作成し地元レストランや商店

に掲示。(6, 9-30) 

工法に関する情報、技術の普及 

セミナー、講義用教材の作成 

ラオス大学工学部における講義の実施 

河岸侵食対策啓発資料の作成 

住民参加型簡易植生工の普及 

実践的な研修・セミナーの実施 

プロジェクト実施主体はラオス公共事業省道路
総局カウンターパート。日本側は側面から支援、
助言、進捗管理を行った。(6, 1-1) 

【第3段階】 
開発調査で策定した河
岸侵食対策マスタープ
ラン（M/P）に基づき、
ラオス国政府が侵食対
策事業を自力で継続的
かつ適正に実施できる
ようになること。 
実施主体はラオス側の
カウンターパート
（C/P）であり、短期
専門家チームは側面か
ら支援、助言、進捗管
理を行った。 

モニタリングとメンテナンスの重要性
を認識。(7, 18) 

モニタリング活動に対する政府の 
予算措置がない。 

（6,2-2・5-2）(7, 18) 

施工後にモニタリングを行う制度が、
現地には元々なかった。(6, 2-2) 

専門家による技術指導とともに供与機
材を活用しカウンターパート自らがモニタリ
ング作業を、ある程度行えるようにした。

(6, 2-2・5-2) 

住民参加型維持管理にかかる活動に
重点を移す。低コスト修繕のためのワー

クショップを開催し実効性を検証。 
(6, 2-2・5-2) 

30 

29 

28 

27 

ラオス大学における教育啓発活動の
実施など後継技術者の育成。 

(6, 5-1) （10,5） 

ラオス大学における講義
の定期化、正式科目化

が実現。(6, 5-2) 

河岸侵食対策ユニットの正規職員
は実質的に公共事業省の3名のみ

でスタッフ数が不十分。 
(6, 2-2・5-1)(7, 10) 

事業の自立発展性に課題がある。 
(6, 5-1)（10,5） 

26 

日本人短期専門家がビエン
チャン市公共事業局担当者に
設計に係るアドバイスを直接実

施。(6, 5-1) 

アドバイスを直接実施するも
ビエンチャン市公共事業局
担当者の理解と協力は未
だに不十分。(6, 5-1) 

公共事業省の河岸侵食対策ユ
ニットとビエンチャン市公共事業局と

の連携が不十分。 
(7, 18・22・23) 

マスタープランに基づく護岸工事実施サイト
は3箇所中1箇所に留まる。他2箇所はビ
エンチャン市がマスタープランとは違う方法

で施工した。(7, 10・18・22) 

25 

日本人短期専門家の不在中は
Eメール等を活用してコミュニケー

ションを実施。(6,5-3) 

間接的なコミュニケーションは
効率が悪く、現地での共同
作業の重要性を再認識。

(6,5-3) 

日本人短期専門家の派遣期間が
短く分割されていた。（6,5-3）(7, 

19・22) 

専門家とカウンターパートとのコミュニケー
ション、専門家間やカウンターパート間の

連携が不十分。(7, 19・22) 

24 
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プロジェクト対象地域における現地活動
（フェーズ2） ※ビエンチャン市、ボケオ県、 
ボリカムサイ県、ルアンパバン県 

業務フロー 問題への対処方法 
/工夫した点 

問題への対処結果 
/工夫の結果 

問題・工夫の 
背景・理由 

発生した問題 

2010.10～ 
2014.10 

2009 
ラオス国政府より伝統的な河岸侵食対策工法を全国
に普及展開するため公共事業省河川局及び地方県
公共事業局職員の能力向上を目的とした技術協力
プロジェクトの要請 

2009,2～ 
2009.3 詳細計画策定調査 

４ 

3県におけるパイロットプロジェクトの実施 

施設の維持管理 

マニュアル類の作成・更新 

研修・セミナーの実施 

カウンターパート職員の講師としての育成 

3県以外での調査、計画と啓発・広報 
プロジェクト終了後のラオス国独自の普及活動に備
えた 

侵食対策の優先度検討 

河岸侵食対策の調査、計画 

施設設計及び施工 

研修やセミナー制度の確立 

河岸侵食状況調査 

河岸侵食対策工の調査及び計画に関す
るマニュアル 
設計・積算及び施工に関するマニュアル 

モニタリング、評価及び維持管理に関する
マニュアル 
測量機器等に関する保守点検マニュアル 

地方部にける測量業者、施工業者
の能力の低さ。(8, 3-6・4-4・5-4) 

カウンターパートの英語力が課題。(8, 
3-9・5-6) 

当事国にオーナーシップ意識
がまだまだ薄い。(8, 5-4) 

ラオスには建設物価の基準がない。
(10, 9) 

カウンターパートが経験の文書化を 
あまり実施せず。(10, 18) 

カウンターパートを活用し人材の裾野
拡大を図る必要性。(10, 19) 

各県公共事業局職員は自県、公共事業省河
川局職員は担当県が決められている。(9, 128) 

能力強化対象のカウンターパートが11名（延
べ13名）と少ない。(10, 15・A-13) 

プロジェクトの討議議事録に、活動経費
負担が明記されていなかった。(10, 7) 

本来、公共事業省河川局はマニュア
ルの作成や翻訳業務は外注する傾

向があった。(8, 4-5) 

水文データを観測・所有する 
気象水文局との連携が不十分。(8, 3-9) 

設計図面に沿った工事が不可能。
(8, 3-6・4-4-5-4) 

他の職員との経験共有や類似プロジェクト実
施上の事例集として活かせない。(10, 18) 

各職員が1県でのプロジェクト活動しか経験しないまま
プロジェクトが終了することが危惧される。(9, 128) 

日本人専門家の技術移転内容がカウンターパート
へ伝わっていない可能性。(8, 3-9・5-6) 

当事国に、事業主体が日本であり日本のコンサルタントが事業実
施するという意識がある。日本側におけるコンサルタントチームという
位置付けを改め、主体性を引き出す工夫の必要性。 (8, 5-4) 

1年次はラオス側が政府への予算要求を行っておらず、
ラオス側負担の活動費が無い状況が生じた。(10, 7) 

意欲や能力差から参加度の低いカウンターパート
が顕在化し技術移転上の課題となる。(10, 15) 

カウンターパート職員をプロジェクト講師として育成す
ることで、プロジェクト終了後もラオス側が継続的に研

修・セミナーを実施できる体制を整備。(9, 12) 

地方施工1回目のボケオ県で施工準備が遅延。原因の一つは施
工業者を監督する代表者が現場で決められていなかった。プロジェ
クトマネージャーがビエンチャンにおり一方で県のカウンターパート職
員には必要な情報や権限が引き継がれていなかった。(9, 86) 

事業に必要なデータの入手が滞
る。(8, 5-3) 

地方部の建設業者の施工能力の調査、能力に合わせた設計
図面の作成をカウンターパートへ指導する必要性。(8, 5-5) 

2年次以降はカウンターパートがラオス
国政府へ予算請求。(10, 7・18) 

現地政府による事業継続には、建設資材の適正価格を市場調査や類
似プロジェクトの情報をベースに把握できるようになる必要がある。(10, 9) 

各地方県のプロジェクトにできるだけ多くの他
県職員が関与できるように配慮。(9, 128) 

カウンターパート職員の理解度をプロジェクト開始時
点および各年次終了時点で測ることで、能力向上

状況を可能な限り定量的に把握。(9, 39) 

マニュアル4冊の作成作業自体をラオス側の能力向上支援
の一環とした。（9, 12・29・59） 

一時的に施工監理をJICA専門家の主導
で実施。地方施工2回目のボリカムサイ県で
は県カウンターパート職員が現場に常駐する
ことでラオス側と合意。(9, 86) (9, 96) 

英語・ラオス語通訳の設置。(8, 5-6) 

当初CPと専門家が講師となっていたが、後半から
はCPが講師、専門家は下準備などの後方支援

を行うように役割シフトした。(10, A-14) 

プロジェクト合同調整委員会への参加を依頼。し
かし気象水文局は参加せず。(8, 3-9・4-2) 

実際に工事が始まるとなかなか現場に現れずカウンターパートの
能力向上面でも問題。3回目のルアンパバン県では日本側から
問題提起しラオス側から謝罪と改善に向けたコミットを得た。その
ため、県職員の現場参加という点では大幅に改善。(9, 96) 

本プロジェクトではカウンターパー
ト自身が翻訳作業を担うことで
技術面の持続性がある程度確
保されると考える。(8, 4-5) 

ある程度率先して発
表するようになった。

(10, A-14) 

日本側の指導を受けながら、ラオス側のカウンター
パートが中心となって業務を進める方法で技術移転
を行った。(10, 15) 

知見の反映・改良 

利用 

カウンターパートの本邦研修 
計15名 地方の県のカウンターパート含む 

コストシェアに関し、ラオス側が負担する
比率を年次ごとに徐々に大きくする計

画とした。(8, ⅸ) 
予算確保が適切になされ
るようになった。(8, ⅸ) 

1年次には日本側のプロジェクトメンバーとし
てラオス人1人(業務調整員)がおり英語か

らラオ語への通訳を担った。(8, 3-9) 

2年次には同調整員がおらず、日本側から英語で実施さ
れる指導・支援をプロジェクトマネージャーが必要に応じてラ
オ語で伝えており、それが業務量を増加させた。(8, 3-9) 

ボケオ県の住民の一人が粗朶職人になり、
ボリカムサイ県・ルアンパバン県のパイロット
プロジェクトでも現地の労務者を指導した。

(10, 12・A-14・A-23) 

ルアンパバンでは請負業者による扱いがひどく、工期完
了前にボケオ県に戻ってきた。粗朶の技術があっても
他の労務者と同じ賃金、福利厚生がない、ある程度

軌道に乗ったら人減らしにあった。(10, A-23) 

請負業者選定時に、経験を有する粗朶職人
の有無を条件化するなど、粗朶職人を育成し、
彼らの労働市場を確保するよう努めることを提

言。(10, 12・22) 

県と中央の役割分担について、当初、工事の実施
主体は県で施工業者を指導し、中央の役割は全

体の監督・指導だと思っていた。(10, A-14) 

実際には中央が主体になっていて、県の役
割が曖昧になったり、工事について両者の役

割が不明確になった。(10, A-14) 
2 年目より県が主導するよう
に指導した。(10, A-14) 

あまり変わらず、県の主導には
なっていない。(10, A-14) 

【第4段階】 
公共事業省河川局、ビエンチャン市および3県のター
ゲットグループ職員が低コストで環境負荷の小さい
河岸侵食対策事業を実施・監理する能力を強化する。 

地方職員が用いるものは現地の英語普及率の低さを勘案
してラオ語に翻訳、最終版とした。（9, 12・29・59） 
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